
　市では、市民サービスの向上と事務の効率化を図るため、

組織の見直しを行います。

■課・係の再編

（１）政策企画課

①「企画係」「男女共同参画係」を「企画係」に統合します。

②「景観・都市推進室　景観・都市推進係」を廃止し、業務を「まちづくり推進課」へ移管します。

（２）財政課・契約検査課

「契約検査課」を廃止し、契約検査係を財政課へ移管します。

「人権・同和対策課」を「人権啓発・部落差別解消推進課」に改めます。

（３）人権・同和対策課

（４）まちづくり推進課・建設課

【問合先】政策企画課　☎0978-72-5161

【問合先】環境衛生課 ☎0978-72-9001
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①「まちづくり推進課」を新たに設置します。

②「まちデザイン係」を新たに設置し、景観・都市推進室 景観・都市推進係の業務を移管します。

③建設課より住宅係を移管します。

　犬の飼い主の責務として、市への飼い犬登録（犬の生涯1回）および年1回の狂犬病予防注射を

することが狂犬病予防法によって義務付けられています。

　令和2年度の狂犬病予防注射を下記の日程により、巡回実施します。また、飼犬登録についても

注射会場で実施します。

（５）総合支所

地 域 振 興 課

総合支所

教育委員会

市民生活係
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①地域振興課と地域産業建設課を統合し、課の名称を「地域振興課」とします。

②市民生活係を「総務税務係」と「市民生活係」とします。
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（６）教育委員会

学校教育課

指導・人権同和教育推進係

人権・同和教育係

①学校教育課「指導・人権同和教育推進係」を「指導・人権教育部落差別解消推進係」に改めます。

②社会教育課「人権・同和教育係」を「人権教育・部落差別解消推進係」に改めます。
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日 程

料 金 ○注射料金

※既に登録済の犬の飼い主様には、犬の名前を明記した周知ハガキを送付します。

登録済みの場合…3,250円　※注射済鑑札交付手数料（550円）を含みます。 

未登録の場合……6,250円　※上記金額に新規登録手数料（3,000円）を含みます。

※つり銭が出ないよう、ご協力をお願いします。

国見町

国東町①(来浦～豊崎)

国東町②(国東～旭日)

武蔵町

安岐町①(山間部)

安岐町②(市街部)

4月13日(月)

4月14日(火) 

4月15日(水)

4月16日(木) 

4月20日(月) 

4月21日(火) ※午前のみ

地域産業建設課

令和2年度 狂犬病予防集合注射を実施します令和2年度 狂犬病予防集合注射を実施します
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